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都道府県薬剤師会担当役員  殿 
 

日 本 薬 剤 師 会  

副 会 長  森  昌 平 
 
 

薬局の設備投資等に係る税制措置・金融支援活用について（お知らせ） 
 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記について、中小企業庁では中小企業等経営強化法に基づく支援措置として、税

制措置ならびに金融支援を実施しております（別添）。 

本事業は中小企業・小規模事業者を対象としており、薬局も当該事業者に該当する

とのことです（日本標準産業分類における卸売業・小売業として該当）。 

地域包括ケアシステムにおいて求められる薬剤師・薬局としての役割・機能を果た

す上で、たとえば健康サポート薬局として設備強化を行う際など、本支援を活用でき

る場合があります。 

事業に関する詳しい内容については、中小企業庁ホームページ＞経営サポート＞経

営強化法による支援（http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/）をご確認くださ

い。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会におかれましては会員へご周知くださいま

すようお願い申し上げます。 

 




































